
　本町では、毎年申告の時期に併せて、主に事業所得の経費（租税公課）算入に
かかる固定資産税の納付額証明書を発行していましたが、令和５年度（令和４年
分）以降の確定申告等に使用する納付額証明書の発行業務を廃止します。

■今後の対応
・納付額証明書の発行は行いません。

　・事業所得（農業・営業等）及び不動産所得の申告に伴い固定資産税額の算定
が必要な方は、６月に発送している納税通知書及び課税明細書、もしくは税
務住民課等で発行する名寄帳証明書（手数料 200 円）を基にご自身で計算
してください。

　・計算方法等、その他ご不明な点がございましたら税務住民課までご相談くだ
さい。

■計算方法

　　　　事業に使用している固定資産の課税標準額× 1.4％（税率）
　　　＝固定資産税租税公課に算入する固定資産税額

　【例】農業者の場合

種　　類 課税標準額 備　　考
田・畑 874,568 円※ 土地

農業用倉庫 550,874 円※ 家屋

農業用機械 1,674,521 円※ 償却資産

合　　計 3,099,963 円　 千円未満切捨

　　　合計課税標準額 3,099,000 円× 1.4％＝ 43,386 円（百円未満切捨）
　　　　　　　租税公課に算入する固定資産税額 43,300 円
※ 同一名義人が所有する土地・家屋・償却資産の課税標準額の合計が、免税点（土地 30万円・家屋
20万円・償却資産 150万円）未満であれば課税されません。

　　また、固定資産税の未納がないことが前提となります。
問合 　税務住民課　☎ 72-1128

　相続や遺贈によって、不動産 ( 土地や建物）の所有権を
取得したことを知った日から、３年以内に相続登記の申請
をしなければなりません。

　お問合せ先：熊本地方法務局不動産登記部門
　　　　　　　☎（096）364-2145 音声ガイダンス「２」
　所　在　地：熊本市中央区大江３丁目 1-53

固定資産税の納付額証明書発行業務の廃止について

令和6年（2024年）4月 1日から「相続登記の申請」が義務化されます
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お
知
ら
せ

なるほど！選挙「寄附の禁止」
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html

総務省
ホームページ

政治家の寄附禁止の対象例

お祭りへの寄附・差し入れ、町内会の
集会・旅行などの催物への寸志・飲食
物の差し入れ

結婚祝※、香典※、卒業祝、
入学祝など

お歳暮・お年賀など
落成式・開店祝などの祝花、
葬儀の供花、病気見舞いなど

※政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席してその場で行う場合には、罰則が適用されない場合があります。
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詳しくは、
「法務省ホームページ」を検索
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